
(様式 1-3)

南相馬市 帰還環境整備事業計画 帰還環境整備事業等個票

平成 27年 8月 時点

※本様式は 1-2に記載した事業ごとに記載 してください。

1諏,|:司 28「議 名| 南相馬市復興工業団地造成事業 (基金型) 響 J6)-44-2
南相馬市 1事業1菫極主体lζ菫鐵商織‖ 直接

藝Mi 2,035,525 (fR) 3,895,285(千円 )

繭 懸 籍:綴麟
東京電力福島第一原子力発電所の事故により、本市の商工業者の多くは休業・廃業、市外への事業所移

転を余儀なくされたことから、工業団地を造成し、新たな雇用の場の受け皿を確保することにより、避難

住民の早期帰還を促進 し、地域再生の加速化を図る。

本市の復興計画では、新たな土地利用の基本としてフつのゾーン (集団移転地、緩衝緑地、農業再生、

漁港再生、工業団地、再生可能エネルギー、公園緑地)による機能配置を行うこととしており、津波被害

が甚大な萱浜地区を新たな工業団地ゾーンと位置づけ約 70haの 整備を行う。

く南相馬市復興総合計画 P51>

基本指針 1 地域の特性をみつめなおし、産業と交流がさかんなまちづくり

基本施策 (1)商工業の再興

施 策  ② 企業誘致の推進

施策の展開  企業誘致のための工業基盤の整備

多種多様な企業の立地に対応できるよう、大規模な工業団地を造成します。

主な取組   工業団地の造成

鐵濾醸態i轟灘幾磯ぶiヽ1鑽痰赫溝ヽお1燿黙華ゞ 嶽繊職i泰織璽蝿褥餘        紺饉漱
。平成 24～ 25年 基本計画作成、基本設計業務、埋蔵文化財調査、用地買収 (防災集団移転分)

・平成 26～ 28年 実施設計作成 用地買収 (ほ場整備非農用地分)

・平成 26年～  第 1期造成工事開始 (平成 29年 3月 工事完了予定)

《参考≫

・平成 28年～  第 2期造成工事開始 (平成 30年 3月 工事完了予定)

原子力災害被災地の商工業の展開には、既存産業団地の再編に加え、新規転入事業者のための産業団地

整備も喫緊の課題となつている。渋佐・萱浜地区においては、市が被災した宅地・農地を集団移転事業で

買い上げ、併せて、ほ場整備事業で集約 した非農用地を取得することにより、短期間で用地を確保するこ

とができ、早期の団地造成が可能となる。

このことによつて離農者や市外に避難 している若者の雇用の場が確保され、南相馬市の復興の早期実現

が可能となる。

観連諸る事業の1概要‐

【防災集団移転事業】

津波浸水地域のうち、災害危険区域に指定された地域については、安全な地域への転居を防災集団移

転事業で進める。(震災前の居住世帯 180世帯)

【災害関連ほ場整備事業】

被災農地約 500haを対象に災害関連ほ場整備事業を実施する。ほ場整備計画区域内の宅地及び非農用

地設定した離農者の農用地を集約し、短期に工業団地造成用地を確保する。



※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。
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